
広告 墨田区の工務店　雨漏りのプロ！　地域密着型で施工後も安心！　■東洋堂ハウスSP■　とうきょうスカイツリー駅前支店☎03－5637－7497

心当たりのある方は申出を
東京空襲犠牲者名簿への登載

都では、東京空襲の犠牲者を追悼し平和を祈念
するため、都立横網町公園(横網2－3－25)内の
碑に「東京空襲犠牲者名簿」を納めています。名簿
には現在、8万1489人の方々の氏名が登載され、
毎年追加しています。ご遺族や関係者は、都ホー
ムページから出力できる「東京空襲犠牲
者名簿登載申出書」で問合せ先へ申し出
てください。
[問合せ]都生活文化スポーツ局文化振興部企画
調整課東京空襲犠牲者名簿担当☎5000－7230

視覚に障害のある方へ
墨田区のお知らせ「すみだ」
(区報)点字版・録音版

区では、ボランティア団体のご協力により、視覚
に障害のある方を対象に、区報の点字版と録音版
(カセットテープ版、デイジー版)を発行しています。
いずれも、発行日(毎月1・11・21日)に自宅へ郵
送しています。点字版・録音版を希望する方は、お
問い合わせください。
[費用]無料 [問合せ] ▼点字版＝広報広聴担当(区
役所6階)☎5608－6223　 ▼録音版＝すみだ福
祉保健センター(向島3－36－7)☎5608－3711

【区長から】
　ご要望の接近表示装置付きのバス停留所は、
現在の停留所と設置に必要な条件(電源や設
置面積)が異なるなどの理由により、即座に対
応できませんが、今後も検討していきます。
　なお、区内循環バスの運行状況は、道路事情
等による一般的な遅延であれば、運行会社の
京成バス株式会社が提供するバスロケーショ
ンシステムで確認できます。

　ただし、大幅な遅延や想定外の事故等が発
生している場合は、本システムでも正確な情
報が表示されない場合もあるため、より正確
な情報は、京成バス株式会社へお問い合わせ
ください。
[ 問合せ ]広報広聴担当☎5608－
6221

区に寄せられたご意見から

区内循環バスが遅れているとき、どのくらい待
てばいいかわからないので困っています。バス停
留所に接近表示装置を設置できませんか？

ご協力ください
東京都平和の日(3月10日)
の黙とう

東京大空襲をはじめ戦災で亡くなった方々のご
冥福をお祈りするとともに、世界の恒久平和を願
うため、黙とうにご協力ください。
[とき]3月10日(日)午後2時～　＊約1分間 [問
合せ]行政経営担当☎5608－6230

資源の有効活用にご協力を
古着・金属製調理器具等の
回収とフードドライブ

家庭で不用になった古着や金属製調理器具等を
回収します。同時に、余っている食品を回収する
フードドライブを実施します。
詳細は問い合わせるか、区ホームページをご覧
ください。
[とき／ところ] ▼ 3月2日(土)／大横川親水公園
(亀沢4－18－8・ささのは児童遊園隣)　 ▼3月
20日 (祝 )／ひいらぎ公園(八広1－16－11)　
＊時間はいずれも午前9時～午後2時 [回収品目]
洗濯済みの古着、靴、ぬいぐるみ、金属製調理器
具、賞味期限まで1か月以上の食品、ペットボトル
キャップ、使用済歯ブラシ、廃食油　＊汚れや破
損、材質など、品物の状態によっては回収できな
い場合あり [対象]区内在住の方　＊事業者を除
く [費用]無料 [持込方法]廃食油はペットボトル
に入れ、そのほかは回収品目別に半透明の袋に入
れて当日直接会場へ　＊車での来場は不可 [問合
せ]すみだ清掃事務所分室☎3613－2228

ご注意ください
すみだ生涯学習センターの
臨時休館

すみだ生涯学習センター(東向島2－38－7)は、
電気設備点検のため臨時休館します。
[休館日]3月20日(祝)[問合せ]すみだ生涯学習
センター☎5247－2001

31日はサイクルの日
自転車のリユース・リサイク
ルと羽毛布団のリサイクル

家庭で不用になった、まだ乗れる自転車を回収
し、アジアやアフリカへ届ける自転車リユース・
リサイクル事業と、羽毛布団のリサイクル事業を
実施します。なお、粗大ごみとしての回収ではあ
りません。
[とき]3月31日(日)午前9時～午後2時 [ところ]
すみだ清掃事務所(業平5－6－2)[回収品目(自
転車)]乗車可能な次のいずれかの自転車 ▼大人用
自転車　 ▼子ども用自転車　 ▼電動アシスト自転
車　 ▼マウンテンバイク　 ▼折り畳み式自転車　
＊パンクしているものも可　＊ストライダーは不
可 [回収品目(羽毛布団)]ダウン率50％以上のも
の[対象]区内在住在勤の方　＊事業者を除く[費
用]無料 [申込み]事前に電話で、すみだ清掃事務
所☎5819－2572へ　＊専用サイトか
らも申込み可　＊受け付けは3月24日
まで

運行ダイヤを変更し減便します
区内循環バス

運転手人材の不足により、現ダイヤの維持が困
難なことから、最終バスの時間を早めるなど運行ダ
イヤを変更し、減便を行います。
[変更日]4月1日[変更後の最終バスの時刻] ▼北
西部ルート＝午後7時49分　 ▼北東部ルート＝午後
7時37分　 ▼南部ルート＝午後7時43分　＊いずれ
も月曜日～金曜日の押上駅停留所発の時刻(祝日
を 除く)[ 問合せ ]都市計画課公共交通担当
☎5608－1263　＊詳細は区ホームページを参照

3月31日で全額公費負担(無料)によ
る接種を終了します
新型コロナウイルスワクチン

令和3年から実施していた、新型コロナウイル
スワクチンの全額公費負担(無料)による接種を3
月31日で終了します。
また、接種証明書アプリと接種証明書のコンビ
ニ交付も同日付けで終了します。4月1日以降に3
月31日以前の接種証明書が必要な場合は、お問い
合わせください。
今後のワクチン接種は、詳細が決まり次第、本
紙や区ホームページ等でお知らせします。
[問合せ]保健予防課新型コロナウイルス予防接種
調整担当☎5608－1590

3月8日は国際女性デー
　皆さんも、女性の権利に
ついて考えてみませんか。
[問合せ]人権同和・男女共
同参画課男女共同参画担当
☎5608－6512

国際女性デー

3月1日～7日は子ども予防接種週間
子どもの予防接種

4月からの入園・入学に備えて、必要な予防接
種を済ませ、感染症を未然に防ぎましょう。
今年度のMR(麻しん・風しん)予防接種第2期

の接種期限は3月31日です。接種対象でまだ接種
が済んでいない方には、1月31日に案内はがきを
送付しましたので、早めに接種しましょう。
[問合せ] ▼保健予防課感染症係☎5608－6191　

▼向島保健センター☎3611－6135　 ▼本所保
健センター☎3622－9137

令和5年度分の申請はお済みですか
私立幼稚園等の保育料等補
助金

区では、私立幼稚園等に通園している子どもの
保護者に、入園料補助金と保育料補助金を交付し
ています。令和5年度分の申請期限は3月15日で
すので、早めに申請してください。詳細はお問い
合わせください。
[問合せ]子ども施設課保育係☎5608－1583　
＊子ども・子育て支援新制度に移行した幼稚園等
(あづま幼稚園・向島文化幼稚園・両国幼稚園等)
は、保育料補助金の対象外

口座振替が便利です
特別区民税・都民税の納付

特別区民税・都民税(普通徴収分)の納付は、納
期日に預貯金口座から自動で引き落とされる口座
振替が便利です。ぜひ、ご利用ください。
[申込み] ▼専用はがきを直接または郵送で5月10
日(消印有効)までに問合せ先へ　＊専用はがきは
問合せ先と各出張所で配布　＊区内の各金融機関
でも手続可　 ▼銀行等のキャッシュカードを持っ
て直接、6月14日までに問合せ先へ　＊口座名義
人本人のみ手続可　＊一部、取扱いできない金融
機関あり [問合せ]税務課税務係(区役所2階)
☎5608－6133
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広告 「畳を通して長～いお付き合い」気軽にお電話ください。HPでも…。あなたの町の(有)たたみ工房さいとう　緑四(三ツ目通り)☎03－3631－9591

毎月5日は
すみだ環境の日
3月のエコしぐさ
冷蔵庫
　　開ける回数
　　　　減らしましょう

 墨田区環境キャラクター
　  「地球くん」

3月は都の自殺対策強化月間です
「気づいてください！体と心の限界サイン」
東京都自殺相談ダイヤル
こころといのちのほっとライン
☎0570－087478
(正午～翌朝5時半／年中無休)

LINE相談は「相談ほっとLINE＠東京」
(受け付けは午後5時～9時半／
右記コードから友だち登録)

あっせん受け付けを終了します
新型コロナウイルス感染症
緊急対策資金

新型コロナウイルス感染症の影響により緊急対
策として実施してきた新型コロナウイルス感染症
緊急対策資金は、3月29日であっせん受け付けを
終了します。ご利用を検討中の事業者は、お早め
にお申し込みください。詳細は区ホームページを
ご覧ください。
[ 融資限度額 ]2000万円 [ 利率 ]2.0％　＊うち
1.8％を区が補助 [返済期間]7年以内　＊据置期間
(12か月以内)を含む [申込み]申込用紙と必要書類
を、3月29日までに経営支援課経営支援担当(区役
所14階)☎5608－6183へ　＊申込用紙は申込先
で配布しているほか、区ホームページからも出力可

ご利用ください
すみだ就職相談室

すみだ就職相談室(区役所1階)では、就職支援
コーナーすみだと、就職・仕事カウンセリングルー
ムを開設しています。
■就職支援コーナーすみだ
[内容]ハローワークの求人検索、就職
相談、職業紹介 [とき]月曜日～金曜日
の午前9時～午後5時　＊祝日を除く
[申込み]当日直接会場へ
■就職・仕事カウンセリングルーム
[内容]39歳以下の方とその家族・子育て世代等
の女性向けのキャリアカウンセリング、応募書類
の添削、面接対策等 [とき]月・火・木・金曜日午
後1時～5時、水曜日午後3時～7時　＊祝日を除
く[申込み]事前に専用サイトから予約

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
[ところ]すみだ就職相談室(区役所1階)[費用]無
料 [問合せ] ▼就職支援コーナーすみだ☎5608－
6298　 ▼ 就職・仕事カウンセリングルーム
☎5608－6834　 ▼ 経営支援課経営支援担当
☎5608－6185　＊詳細は区ホームページを参照

就職支援
コーナー
すみだ

就職・仕事カ
ウンセリング
ルーム予約

就職・仕事
カウンセリ
ングルーム

3月1日からあっせん受け付けを開
始します
原油価格・物価高騰等緊急
対策資金

原油価格・物価高騰等の影響で業績が悪化して
いる区内の中小企業や商店を対象に、融資に係る
利子等を補助します。また、追加で原油価格・物
価高騰等緊急対策資金を申し込む場合、
既存の同資金と一本化できます。詳細は
区ホームページをご覧ください。
[融資限度額 ]300万円 [利率 ]2.0％　＊うち
2.0％を区が補助 [返済期間]5年以内　＊据置期
間(24か月以内)を含む [申込み]申込用紙と必要
書類を、7年3月31日までに経営支援課経営支援
担当(区役所14階)☎5608－6183へ　＊申込

用紙は申込先で配布しているほか、区ホームペー
ジからも出力可

区＝こんにちは区長です　特＝特集　知＝すみだのそこが知りたい
放映日 午前9時 正午 午後4時 午後8時

3月3日(日)～9
日(土)

区令和6年度予算案

3月10日 (日 )～
16日(土)

特復活の第九 未来
への第九

区令和6年度予算案 特復活の第九 未来
への第九

区令和6年度予算案

3月17日 (日 )～
23日(土)

知心のバリアフリー事業

3月24日 (日 )～
31日(日)

知心のバリアフリー事
業

特復活の第九 未来
への第九

知心のバリアフリー事
業

特復活の第九 未来
への第九

＊内容が一部変更になる場合あり
＊ケーブルテレビへの加入・問合せは、株式会社J:COM東京すみだ・台東☎0120－999－000へ

3月の番組表

区政情報番組

キャスター
大山美佳さん

　毎日、午前9時、正午、午後4時・8時か
ら地上デジタル11チャンネルで放送して
います(各15分間)。なお、放送終了後は
区ホームページでご覧になれます。
［問合せ］広報広聴担当☎5608－6220

「私の好きな すみだ」写真募集
［応募方法］随時、「私の好きな すみだ」をテーマ
に区内で撮影した写真と、作品名・撮影場所・
住所・氏名・電話番号を、直接または郵送、E
メールで〒130－8640広報広聴担当(区役所
6階 ) ☎5608－6223・ oshirase@city.
sumida.lg.jpへ　＊写真は ▼直接・郵送＝A4
以下の紙に印刷するか、jpeg形式でCD－Rに
保存　 ▼ Eメール＝jpeg形式で添付(1通当た
り3MB以内)　＊応募に関する注意事項等は問
い合わせるか、区ホームページを参照

本紙1日号8面に掲載しています

対象者の医療と介護の費用負担を軽減します
高額医療・高額介護合算制度

医療保険の医療費や介護保険の介護サービス費
等は、1か月ごとの自己負担限度額を超えて支
払った場合、超えた金額が｢高額療養費｣または
｢高額介護(予防)サービス費｣｢高額介護予防サー
ビス費相当｣として、それぞれの保険から支給され
ます。
これに加え、同じ医療保険に加入している世帯
で、医療費・介護(予防)サービス費等の自己負担
の年間合計額が世帯の限度額を超えた場合、超え
た金額が｢高額医療・高額介護合算制度｣に基づ
き、それぞれの保険から支給されます。
国民健康保険または後期高齢者医療制度に加
入し、この制度の対象となる方には、3月以降に申
請書を送付します。
なお、計算期間内に、転職・転入等で加入する
医療保険や介護保険に変更があった方には、申請
書を送付できない場合があります。これは、申請
時に変更前の医療保険や介護保険の｢自己負担額
証明書｣が必要となる場合があるためです。詳細
はお問い合わせください。
[計算期間]4年8月～5年7月の1年間 [対象]同一
世帯の同じ医療保険に加入している方(合算対象
者)で、次の全ての要件を満たす方 ▼合算対象者
のいずれかに医療保険の医療費および介護保険の
介護サービス費等の自己負担額がある　 ▼計算期
間内における医療保険の医療費と介護保険の介護
サービス費等の自己負担の合計額(高額療養費、
高額介護サービス費等、入院または入所時の食
事・居住費・差額ベッド代等を除く)から、所得
区分に応じた自己負担限度額(右表のとおり)を
差し引いた後の額が500円を超える[問合せ] ▼国

民健康保険＝国保年金課こくほ給付係☎5608－
6123　 ▼後期高齢者医療制度＝国保年金課長寿
医療(後期高齢者医療)資格･給付担当☎5608－
6192　 ▼介護保険＝介護保険課給付・事業者担
当☎5608－6149　＊国民健康保険と後期高齢
者医療制度以外の医療保険に加入している方の申
請方法等は、各医療保険者へ
■国民健康保険＋介護保険(69歳以下の方の世帯)

所得区分 自己負担限度額
所得901万円超および未申告 212万円
所得600万円超～901万円以下 141万円
所得210万円超～600万円以下 67万円
所得210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

■ 国民健康保険＋介護保険(70歳～74歳の方の
世帯)および後期高齢者医療制度＋介護保険
(75歳以上の方の世帯)

所得区分 自己負担
限度額

現役並み所得Ⅲ(課税所得690万円以上) 212万円
現役並み所得Ⅱ(課税所得380万円以上) 141万円
現役並み所得Ⅰ(課税所得145万円以上) 67万円
一般(住民税課税世帯) 56万円
住民税非課税世帯 区分Ⅱ 31万円

区分Ⅰ 19万円
注  一般(住民税課税世帯)は、後期高齢者医療制度の一般Ⅰ
と一般Ⅱを含みます。

注  区分Ⅰは、世帯全員が住民税非課税かつ各世帯員の年金
収入が80万円以下で、その他の所得がない方(給与所得
がある場合は10万円を控除)または老齢福祉年金を受給
している方です。

注  区分Ⅱは、世帯全員が住民税非課税で、区分Ⅰに該当し
ない方です。

毎月1日は
墨田区防災の日
3月1日の点検項目
地震だ
　　まず身の安全

3墨田区のお知らせ
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